
埼玉県住まいづくり協議会事業補助金交付要綱 

 

 （趣旨） 

第１条 県は、埼玉の豊かな居住空間の創造を目指して、公民共同で住まいづく

りやまちづくりに関する調査・研究等の活動を積極的に展開し、もって住みよ

い県土づくりに資するため、埼玉県住まいづくり協議会（以下、「協議会」と

いう。）に対し、予算の範囲内において補助金を交付する。 

２ 前項の補助金の交付に関しては、補助金等の交付手続きに関する規則（昭和

４０年埼玉県規則第１５号、以下「規則」という。）に定めるところによるほ

か、この要綱に定めるところによる。 

 

 （補助対象事業等） 

第２条 補助の対象となる事業は、前条の趣旨のために協議会が実施する事業と

する。 

２ 補助金の交付の対象となる経費は、補助事業に要する経費とする。 

 

 （補助額） 

第３条 前条第２項の経費に対する補助額は、知事が別に定める額とする。 

 

 （申請書の様式等） 

第４条 規則第４条第１項の申請書の様式は、様式第１号のとおりとする。 

２ 規則第４条第１項の申請書の提出期限は別に定める日とし、その提出部数は

１部とする。 

３ 規則第４条第２項に掲げる書類の添付は要しない。 

 

 （交付決定通知の様式） 

第５条 規則第７条の交付決定通知の様式は、様式第２号のとおりとする。 

 

 （補助金概算払い請求書の様式） 

第６条 補助事業者は、補助金の概算払いを受けようとするときは、様式第３号

による概算払請求書を知事に提出しなければならない。 

 

 （交付決定額の変更申請） 

第７条 補助事業者は、補助事業の内容の変更に伴って交付決定を受けた補助金

の額の変更を申請しようとするときは、様式第４号の補助金交付決定額変更申

請書を知事に提出しなければならない。 

 

 （報告書の様式） 

第８条 規則第１３条の報告書の様式は、様式第５号のとおりとする。 

 



 （報告書の提出期限） 

第９条 規則第１３条の報告書の提出期限は、補助事業の完了（補助事業の廃止

又は中止の場合を含む。）の日から起算して、３０日を経過した日、又は当該

補助事業の完了の日に属する会計年度の３月３１日のいずれか早い日とする。 

 

 （補助金の交付請求） 

第１０条 補助金の交付の請求は、様式第６号の補助金交付請求書により行うも

のとする。 

 

 （補助金の額の確定） 

第１１条 規則第１４条の補助金の額の確定通知は、様式第７号により行う。 

 

 （書類の整理等） 

第１２条 補助事業者は、補助事業等に係る収入及び支出等を明らかにした帳簿

を備え、かつ、当該収入及び支出等についての証拠の書類を整理保管しておか

なければならない。 

２ 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、当該補助事業等の完了の日の属する会

計年度の翌会計年度から５年間保管しなければならない。 

 

附 則 

 この要綱は、平成１３年度の補助金から適用する。 

 

附 則 

 この要綱は、平成１７年度の補助金から適用する。 

 

附 則 

 この要綱は、平成２０年度の補助金から適用する。 



様式第１号（第４条関係） 

 

    年度埼玉県住まいづくり協議会事業補助金 

交付申請書 

 

    年  月  日 

 
 （あて先） 

埼玉県知事 

 

所在地               

名 称               

代表者             印 

 

 

 下記により埼玉県住まいづくり協議会事業補助金の交付を受けたいので、補助

金等の交付手続等に関する規則第４条の規定により、関係書類を添えて申請しま

す。 

 

記 

 

１ 補助金交付申請額 

 

２ 補助事業の目的及び内容 

 

３ 補助事業の実施計画（別紙１） 

 

４ 補助事業の完了予定期日 



別紙１ 

 

実 施 計 画 書 

 

 

事 業 名 

 

 

内容及び経費等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第２号（第５条関係） 

 

    年度埼玉県住まいづくり協議会事業補助金 

交付決定通知書 

 

第     号 

年  月  日 

 

 

 

             様 

 

 

                                         埼玉県知事         印 

                                                                            

 

     年  月  日付けで申請のあった埼玉県住まいづくり協議会事業補

助金については、下記のとおり交付する。 

 

記 

 

１ 補助事業の名称 

 

２ 交付決定額           円 

 

３ 支払方法 

 

４ 交付条件 

 （１）補助事業に要する経費の配分又は補助事業の内容の変更（軽微な変更を   

除く。）をする場合においては、知事の承認を受けなければならない。 

 （２）補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、知事の承認を受けな   

ければならない。 

 （３）補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難と   

なった場合においては、速やかに知事に報告してその指示を受けなければ   

ならない。 

  （４）補助金を他の用途に使用し、又は交付決定の内容及びこれに付した条件   

に違反した場合は交付金の全額又は一部の返還を命ずることがある。 



様式第３号（第６条関係） 

 

    年度埼玉県住まいづくり協議会事業補助金 

概算払請求書 

 

年  月  日 

 
 （あて先） 

埼玉県知事 

 

 

所在地              

名 称              

代表者            印 

 

 

      年  月  日付け     第     号で補助金の交付決定の

通知を受けた埼玉県住まいづくり協議会事業補助金の交付について、下記のとお

り概算払請求します。 

 

記 

 

１ 補助金の概算払請求額          円 

 

      交付決定額           円 

 

      既交付済額           円 



様式第４号（第７条関係） 

 

    年度埼玉県住まいづくり協議会事業補助金 

交付決定額変更申請書 

 

                                                     

                                                    年  月  日 

 
 （あて先） 

埼玉県知事 

 

所在地              

名 称              

代表者                        印 

  

 

      年  月  日付け    第    号で補助金の交付決定の通知

を受けた埼玉県住まいづくり協議会事業補助事業を下記のとおり変更したいの

で、当該交付決定額の変更を申請します。 

 

記 

 

１ 補助事業の目的及び内容 

 

２ 変更内容（別紙２） 

 

３ 変更の理由 

 

４ 補助金交付変更額 

        交付決定額                               円 

        交付変更申請額                           円 

        差引増△減額                             円 



別紙２ 

 

変 更 実 施 計 画 書 

 

 

 

 

 

事 業 名 

 

 

変 更 内 容 

 

 

変

更

後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

変

更

前 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

変

更

後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

変

更

前 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

変

更

後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

変

更

前 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第５号（第８条関係） 

 

    年度埼玉県住まいづくり協議会事業補助金 

補助事業完了実績報告書 

 

 

年  月  日 

 
 （あて先） 

埼玉県知事 

 

 

所在地              

名 称              

代表者            印 

 

     年  月  日付け  第    号で補助金の交付決定の通知を受

けた埼玉県住まいづくり協議会事業補助金にかかる補助事業が完了したので、補

助金等の交付手続等に関する規則第１３条の規定により、関係書類を添えて下記

のとおり報告します。 

 

記 

 

１ 補助事業の目的及び内容 

 

２ 補助金の交付決定額及び精算額 

    交付決定額          円 

    精 算 額          円 

  

３ 補助事業の実施期間 

年  月  日から    年  月  日まで 

 

４ 補助事業の成果等 



様式第６号（第１０条関係） 

 

    年度埼玉県住まいづくり協議会事業補助金 

交付請求書 

 

                                                                    

年  月  日 

 
 （あて先） 

埼玉県知事 

 

所在地              

名 称              

代表者            印 

 

      年  月  日付け 第    号で補助金の交付決定の通知を受け

た埼玉県住まいづくり協議会事業補助金の交付について、下記のとおり請求しま

す。 

 

記 

 

１ 補助事業の目的及び内容 

 

２ 補助金の交付請求額        円 

 

    交付決定額          円 

 

    既交付済額          円 



様式第７号（第１１条関係） 

 

    年度埼玉県住まいづくり協議会事業補助金 

額確定通知書 

 

 

第     号 

年  月  日 

 

               様 

 

 

                                           埼玉県知事        印 

 

 

      年  月  日付けで実績報告のあった埼玉県住まいづくり協議会事

業補助金については、補助金等の交付手続等に関する規則第１４条の規定により、

下記のとおり補助金の額を確定したので、補助金の交付手続き等に関する規則第

１４条の規定により通知します。 

 

記 

１ 補助事業の目的及び内容 

 

２ 補助金の確定額           円 

 


